
「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４」推進委員会 設置要綱 
 
 
（設 置） 
第１条 大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４」（以下「長期総合計画」という。）の各政策・施策を推進す
るため、「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４」推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事項） 
第２条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 
（１）長期総合計画の進捗状況について報告を受け、必要な事項を審議し、助言等を行う。 
（２）地方版総合戦略について審議し、必要な助言等を行う。 
（３）その他県の政策・施策に係る重要事項について審議し、必要な助言等を行う。 
 
（構 成） 
第３条 推進委員会は、各種グループのリーダー、企業関係者、個人事業者、各種団体関係者、学識経験者等の中から、知事が委嘱す
る委員をもって構成する。 

２ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。 
３ 委員の任期は２年間とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は再任することができる。 
 
（役 員） 
第４条 推進委員会に、次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。 
（１）会長   １人 
（２）副会長  １人 
２ 会長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
 
（会 議） 
第５条 推進委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができるほか、その他適当な方法により、広く意見を
聴くことができる。 

 
（庶 務） 
第６条 推進委員会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。 
 



（雑 則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 
 
   附 則 
１．この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 
２．第２条の規定にかかわらず、令和６年度行政評価に関しては、「安心・活力・発展プラン２０１５」の進捗状況についても審議を
することとする。 
３．第３条第３項の規定にかかわらず、令和６年１０月１７日に委嘱された委員の任期は、令和８年３月３１日までとする。 
 
 


